
【足立区地域自立支援協議会本会議】会議概要 

会 議 名 令和元年度 第２回 【足立区地域自立支援協議会本会議】 

事 務 局 
福祉部 障がい福祉センター、障がい福祉課 

衛生部 中央本町地域・保健総合支援課 

開催年月日 令和２年２月３日（月） 

開 催 時 間 午後１時３０分～午後３時３０分 

開 催 場 所 障がい福祉センター ５階ホール 

出 席 者 

小澤温委員、江黒由美子委員、鈴木真理子委員、名久井昭吉委員、小久保

兼保委員、新垣多恵委員、並木信治委員、吉井徹委員、石鍋一男委員、渡

邉義也委員、上原久栄委員、赤田博正委員、藤井基人委員、橋本一豊委員、

加藤正仁委員、森和美委員、酒井紀幸委員、須藤正雄委員、森澤美穂委員、

中村知意委員、上遠野葉子委員、寺西新委員、柳瀬晴夫委員、杉岡淳子委

員、小山幸俊委員、江連嘉人委員 

欠 席 者 
北山博通委員、羽住圭規委員、辰田雄一委員、松井美穂子委員、平賀正司

委員、佐藤佳子委員、 

会 議 次 第 
１ 開会 

（１）障がい福祉推進室長挨拶 

（２）令和元年度足立区地域自立支援協議会専門部会の実施状況について 

２ 議事 

（１）会長挨拶 

（２）専門部会検討報告及び報告書（案）について 

   ・くらし部会 

   ・はたらく部会 

   ・こども部会 

   ・相談支援部会 

   ・権利擁護部会 

   ・精神医療部会 

（３）報告内容及び次年度に向けての意見等 

（４）その他報告事項 

   ・医療的ケア児ネットワーク協議会の実施報告について 

   ・地域生活支援拠点等の検討状況について 

３ 事務連絡 

資 料 
１ 第２回本会議次第 

２ 足立区地域自立支援協議会第１回本会議 会議録【資料１】 

３ 令和元年度足立区地域自立支援協議会専門部会実施状況報告【資料２】 

４ 各専門部会報告書 

５ 令和元年度医療的ケア児ネットワーク協議会の実施報告について 

６ 地域生活支援拠点等整備に関する中間報告 
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（協議経過）
〇進行：山崎事務局員 令和元年度地域自立

支援協議会第２回本会議を開催する。配付資

料の確認。 

 

１ 開会 

（１）障がい福祉推進室長挨拶 

〇杉岡障がい福祉推進室長 地域自立支援協

議会で議論していただいた内容を福祉部長、

区長に報告し、区の施策に反映していく。小

澤会長、各専門部会部会長、本会議・専門部

会委員には様々ご議論いただいたと伺ってお

り感謝している。本日いただいた各専門部会

からの報告については庁内で報告していきた

いと考えているため、本日も忌憚のないご意

見をいただければと思う。 

 

（２）令和元年度足立区地域自立支援協議会

専門部会の実施状況について 

〇山崎事務局員 今年度の各専門部会の実施

状況について説明する（資料２）。５月３０日

に実施した本会議以降、各専門部会で議論し

ていただいた。専門部会の開催頻度は昨年度

は年２回の開催であったが、議論をより発展

させるために年３回以上の開催となった。今

年度は新たな試みとして、障がい者の住まい

の確保について、昨年度権利擁護部会と精神

医療部会それぞれで課題として挙がっていた

ため、今年度合同で部会を開催し、議論して

いただいた。また、地域生活支援拠点等に関

して足立区の課題や在り方についてくらし部

会と相談支援部会を中心に議論していただい

た。 

議事に入る前に事務連絡を行う。会議録作

成のため、会議の内容を録音する。会議録は

各委員に確認していただき、ご了承いただい

たものを足立区ホームページで公開する。本

日は傍聴の方がいるため、傍聴の際の注意事

項をお伝えする。本日の会議では個人情報を

取り扱う予定はないが、議事の中で個人情報

を取り扱うこととなった場合には、退席して

いただくこととしているため、ご了承いただ

きたい。 

それではこれ以降の議事の進行は小澤会長

にお願いする。 

 

２ 議事 

（１）会長挨拶 

 本日は各専門部会の報告とそれに対する意

見交換が議事の中心となっている。各専門部

会の報告は各部会長から５分程度でご説明い

ただきたいと考えている。質疑応答・意見交

換は全ての専門部会からの報告後にまとめて

行いたいと考えている。 

 

（２）専門部会検討報告及び報告書（案）に

ついて 

●くらし部会 

〇酒井部会長 くらし部会の報告書について

説明する。くらし部会の目的は、障がいのあ

る方が地域で暮らし続けるための課題を抽出

し、具体的な事案等を通して共有し、方策等

を立案することとしており、具体的には国で

示されている地域生活支援拠点をテーマとし

て共有と議論を積み重ねてきた。地域生活支

援拠点については「緊急時の受け入れ」「専門

的人材の確保・養成」「相談支援体制」「体験

の機会・場」「地域の体制づくり」という５つ

の機能が示されている。部会員にアンケート

を実施し、５つの機能に優先度をつけた。 

くらし部会としては５つの機能のうち、「緊

急時の受け入れ」が最も優先度が高い機能と

考えている。家族や介護者の高齢化や急な状

況変化等により緊急時の受け入れ先の確保が

必要となった時に、本来短期入所を利用すべ

きであるが、区内の短期入所施設が満床で利

用できないことが多い状況となっている。そ

のため緊急時の対応については緊急保護の場

の確保や、訪問型の緊急対応も必要と考えて

いる。訪問型の緊急保護については、緊急支

援員バンクなどの実施も提案していきたい。

次に専門的人材の確保については、福祉業界

全般で人材が不足しておりその対応が必要で

ある他、重度の方や医療的ケアの必要な方に

対応できる専門的な人材、サービス全般に精

通する人材の養成が急務となっている。専門

性を高めるための研修の構築や、ネットワー

ク等で行う基本的な研修の場、研修をコーデ

ィネートする人材、様々な職種が話し合える

場の提供も必要であると考えている。職種と

しては特にヘルパーの人材不足が緊急の課題

となっている。３点目の相談の機能について

は、現在各事業所で障がい者や家族から様々

な相談を受けている。ワンストップの窓口で

相談受付を一本化するという方法もあるが、

基幹的な役割を持つ事業所で各事業所が受け

た相談の情報を集約し、対応手順の標準化を

図り、各事業所で共通化できるものを構築す

る仕組みの方が既存の仕組みを活用できて良

い。４点目の体験の機会・場としては、短期

入所や日中の預かりサービス等で体験する機
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会はあるが、継続して行えているものはほと

んどないため、継続して行える体験の機会や

場が必要である。５点目の地域の体制づくり

については、既存の生活介護や就労系サービ

スなどの事業所ネットワークの他に、仕組み

として構築されていない短期入所施設のネッ

トワークづくりも必要であると考えている。 

次に、既存のサービスの中で、拡大・拡充

が必要なサービスについて議論の結果を報告

する。まず短期入所については利用希望が多

く、ニーズに応えきれていない状況があり、

特に重度障がいに対応できる事業所が少ない

状況にあるため拡大・拡充が必要である。次

にグループホームについては入居希望者に対

して数が少ない状況にあり、時に重度障がい

者が入居できるグループホームが少ない。グ

ループホームの拡充と共に、設立にあたって

の規制緩和等についても検討していただきた

い。３点目に相談支援の拡充について、足立

区は他区と比べて相談支援事業所と相談支援

専門員が圧倒的に少なく、障害福祉サービス

受給者数に対しても相談支援事業所が不足し

ているため、相談支援事業所と相談支援専門

員の拡充が必要である。最後に居宅系サービ

スについて、利用希望のニーズに対してお断

りせざるを得ないケースが増えている状況で

あるため、人材確保と養成が必要である。 

次に、既存のサービスではなく、新規で必

要なサービスや資源について報告する。まず

医療機関については、障がい者を受け入れる

ことのできる医療機関や、自宅等での訪問診

療、訪問看護の拡充、グループホーム入居者

への訪問看護の巡回などが必要である。また、

医療的ケアのある方を受け入れることができ

る施設の新規開設又は既存施設の拡大なども

必要である。次に制度的に難しいことは重々

承知しているが、高齢となった親子や兄弟姉

妹が一緒に暮らせるグループホームがあると

良い。３点目は通所施設利用後の過ごし方に

ついて、特別支援学校在籍時には放課後等デ

イサービスを利用していた方が、帰宅時間が

早くなり学校卒業後の生活時間の変化に困っ

ているケースが増えている。通所施設利用後

に利用できるサービスの構築や通所施設利用

後に利用できる余暇活動のための支援の手立

ての創出が必要である。また、余暇活動とし

て生活、文化、スポーツ活動の機会が少なく、

相談できるところがない、支援者がいないな

どの課題もあるため、障がいの理解も含めて

周知や利用を促す取り組みが必要である。４

点目として短期入所の予約が取れないという

現状の課題があるため、ヘルパー等が自宅に

訪問し、自宅で預かり見守れるようなサービ

スの事業形態があると良い。最後に防災につ

いて、福祉事業所の防災等に関わる対策につ

いて、様々な災害のケースや対応策が増え、

網羅できていない実情があるため、自立支援

協議会で防災に関わる部会等の設置をお願い

したい。 

 その他、添付資料は部会で実施した地域生

活支援拠点におけるニーズ調査の集計結果ト

の抜粋、足立区の既存の資源と地域生活支援

拠点設置に必要な資源を記載したマップであ

る。 

くらし部会の報告は以上。 

 

●はたらく部会 

〇橋本部会長 はたらく部会の報告書につい

て説明する。はたらく部会の目的は障がいの

ある方がその人らしい働き方を実現できる地

域づくりを目指した地域連携及び地域資源開

発の在り方を検討することであり、今年度は

部会を４回開催し、教育、福祉、雇用、労働

など様々な意見をいただいた。今年度は「障

がいのある人のはたらくに関連するよい働き

方、良い企業、よい支援についての好事例を

共有し検討する」、「障がいのある方が活用可

能な余暇・サロン等について先進事例を共有

し検討する」、「上記２点の共有内容をもとに

今ある地域の資源を活用することを前提とし

て地域の特色を生かした取り組みの提案の具

体化を検討する」という３点を重点課題とし

て検討した。 

 重点課題に対する取り組みとして、まず障

がいのある人のはたらくに関連する好事例に

ついて共通点を抽出し、就労支援者の取り組

みイメージを確認した。取り組みのイメージ

としては企業の障害者雇用促進の動向につい

ての再整理や障がいの理解促進が必要であり、

企業や勤労者の好事例の継続的な集積と表彰

等の仕組みについては企業単位でなく、就労

者や取り組み事例について表彰することも検

討することが必要である。次に余暇やサロン

については、区内の実践事例について共有し、

今後は資源のコーディネート機能や情報のプ

ラットフォームづくりが必要になることを確

認した。区内には既に余暇活動を行っている

団体は多いが、参加者をコーディネートする

機能やプラットフォームづくりが不十分であ

るため、仕組みづくりが必要である。また、

これらの取り組みを具現化するためにはワー

キンググループが必要であり、それぞれの知



見を持ったメンバーの参画が求められること

を確認した。例えば情報のプラットフォーム

であればシステム作りの知識が必要であり、

コーディネート機能をどこが担うかを検討す

る必要があるため、これらを具体的に検討す

るワーキンググループが必要である。 

 本年度共有したことを踏まえて、具体的な

取り組みにつなげていくためには協議会やワ

ーキンググループの結成を見据えたアクショ

ンプランについて検討が必要である。はらた

く部会ではこれらの検討を次期の部会でも継

続的に行うため、雇用側、スポーツ関連の方

などにオブザーバーとしての参加を依頼し、

適切な部会員の選出についても検討していく。 

 はたらく部会の報告は以上。 

 

●こども部会 

〇加藤部会長 こども部会の報告書について

説明する。こども部会は区内の子ども関係の

機関の代表者に委員となっていただき、昨年

度は５回、今年度は４回開催した。昨年度は

足立区の課題について、委員それぞれの立場

から課題や意見を挙げてもらい、共有した。

課題については多岐に渡っており、立場によ

って様々な課題が挙げられた。 

課題の１点目としては関係機関の連携に対

する課題が挙げられた。足立区内には区立、

私立など様々な機関があり、他区と比べて恵

まれた地域である。その一方それぞれの機関

がしっかりと連携して、地域に住む子どもた

ちが安心して暮らし、保護者が安心して子育

てできる地域になっていない状況がある。２

点目として支援者の支援スキルの向上も課題

として挙がった。これについては子どもに限

らず挙がる課題ではあるが、支援ニーズが多

岐に渡っている一方、支援ニーズに支援者の

支援スキルの質が伴っていないという課題が

ある。３点目としては、震災、台風などの自

然災害や感染症などに対する対策も課題とし

て挙げられた。支援者側が子どもたちや子育

てする保護者に対する情報提供や対応が不十

分であるという課題もある。４点目としては

不登校の対応についても挙げられていた。不

登校の状況については情報が入ってこないこ

とが多く、情報を共有することが難しい状況

にあることも課題である。５点目として子育

てがしにくい社会に関する課題である。貧困

家庭など社会的に子育てしにくいために、保

護者が苦慮されることもある。本来の子ども

関係の機関は子どもを中心として支援してい

くが、家庭によっては子ども本人だけのこと

を考えるだけでは問題の解決にならない場合

もあり、家族支援も必要であるという意見も

あった。６点目として、障害者差別に関する

課題が挙げられた。障害に対する理解が不十

分であり、偏見や差別が地域の中で起きてい

る状況がある。これに対して支援者がしっか

り対応できているか、マイノリティをどう受

け止めるかという課題が挙げられた。７点目

としては相談窓口に関する課題である。相談

窓口は区内にたくさんあるが、自分の抱えて

いる課題をどこに相談すれば良いかわからな

いという状況がある。窓口の数としてたくさ

んあっても地域の住民が安心・安全に生活で

きるように支援するために機能的に設置され

ているのかという意見があった。これらの課

題についてすべて一斉に解決することは難し

いため、順番に取り組んでいくこととし、今

年度は機関連携について検討することとした。 

今年度部会員の変更はなかったが、医療、

母子保健、児童相談所などの委員が参画でき

ていない状況となっており、どこかの部門が

抜けた状況で議論をしなければならず、議論

が積み重なっていかないという課題もあった。 

また、機関連携について、実際に委員が所

属する機関で連携している機関図を挙げても

らい、個々のケースカンファレンスを深める

となった場合に、議論に必要な個人情報を開

示できないことで議論が深まらない状況もあ

り、実際にケースについて役割分担を行うよ

うに議論を進めていくことができず部会運営

上の課題であると思った。最後に他の部会の

報告でもあったが、マネージメントする機関

はどこなのかという課題もある。地域で生活

する方が必要な支援を受けられるようなマネ

ージメントができていないと思う。支援して

いく上でもマネージメントがしっかりできて

いなければ効果的な支援とならないと思う。

次期部会では、より具体的なアクションがで

きれば良いと考えている。 

こども部会の報告は以上。 

 

●相談支援部会 

〇森部会長 相談支援部会の報告書について

説明する。相談支援部会の目的は、相談支援

に関する諸課題を検討、整理し、相談支援体

制をより充実させることであり、今年度は特

に昨年度から検討していた基幹相談支援セン

ターの役割に加え、くらし部会でも検討して

いた令和２年度末に整備する地域生活支援拠

点の在り方について検討した。１点目の基幹

相談支援センターに期待したい役割について



は、事前にどんなことを基幹相談支援センタ

ーに期待するかを検討するためには、相談支

援事業所が実際にどのくらい足りていないの

かという実態の洗い出しから行う必要がある

と考え、障がい福祉課から計画相談支援の策

定状況について資料を提出していただいた。

支給決定者数では障がい者が５２００名強、

障がい児が１４００名強という人数がいる中

で、計画相談として相談支援事業所が入って

いる割合は障がい者は５８％、障がい児は４

８％に留まっている状況である。この状況を

踏まえた上で課題に対する取り組みを行って

きた。同様に地域生活支援拠点に求める機能

についても地域生活支援拠点にどのような役

割があるのか、その中で相談支援事業が担え

る役割が何かを重点的に検討した。 

 取り組みの中で挙がった課題について、基

幹相談支援センターの役割を検討する中で、

相談支援事業所が圧倒的に足りないというこ

とが改めてわかった。基幹相談支援センター

に相談窓口を一元化できないかという議論に

ついても、障害種別ごとに得意不得意がある

ため、民間の相談支援事業所がどのように基

幹相談支援センターに協力していけるのかと

いう部分についても検討すべき課題である。

また、基幹相談支援センターに配置されてい

る専門職をどのように活用していけるのかに

ついても検討すべき課題である。民間の相談

支援事業所は専門職を配置することが難しい

状況である中で、基幹相談支援センターに配

置されている心理職、理学療法士、作業療法

士などの専門職に評価をお願いするなどの連

携ができると良いと思う。また、相談支援専

門員個々の質の向上についても大きな課題で

あると思う。今後地域生活支援拠点のコーデ

ィネートをしていく役割を担うと考えた時に

知識不足、情報不足ではその役割を担うこと

は難しいため、質の向上を目指した体制づく

りも課題である。 

次に地域生活支援拠点に求めることについ

ては、くらし部会からも報告があったが、緊

急時に適切に対応するためにどのような機能

が必要かという点について検討した。短期入

所についてはレスパイト的な利用ニーズが多

く、緊急時の受け入れが難しい状況であると

いう課題も改めてわかったため、緊急時の対

応をどのように整備していくかを検討する必

要がある。 

 次年度については基幹相談支援センターの

役割について引き続き検討を行っていく。今

年度相談支援事業所ネットワークから緊急事

例をあげてもらったが、部会の中で具体的に

検討することができなかったため、これにつ

いては来年度引き続きネットワークと連携し

ながら検討し、情報共有を図っていく。また、

今年度は精神障がいの家族会の委員が欠員で

あったため、来年度の部会員選任にあたって

は、相談支援部会として必要な委員構成を検

討していく。 

 

●権利擁護部会 

〇中村部会長 権利擁護部会の報告書につい

て説明する。権利擁護部会の目的は障がい者

の権利擁護に関する地域における連携及び調

整で、今年度の重点課題は１点目は足立区手

話言語と障がい者の意思疎通に関する条例に

係る情報共有、聴覚障がいに係る差別と合理

的配慮の事例の共有、２点目は障がい者の住

まいの確保に係る区の施策、成功事例等の共

有、３点目は成年後見制度利用促進の概要と

区の取り組みの共有と３点について検討した。 

 重点課題に対する取り組みとして、まず手

話言語条例については、足立区ろう者協会の

加藤会長にお越しいただき条例制定までの苦

労や聴覚障がいに係る差別の事例についてご

説明いただき、現状と課題の情報共有を行っ

た。加藤会長からの報告の中で、まず自己紹

介のみをお願いしたところ、自己紹介から続

けて事例等のお話をし始められ、手話通訳の

方がいてもちょっとしたすれ違いが生じてし

まうことや文化の違いについて加藤会長の挨

拶を通じて改めて認識できた。手話には「家

具」という手話はなく、「タンス」「冷蔵庫」

「洗濯機」という具体的な物を示す手話しか

ない。そのため手話は曖昧な表現がなく、例

えば就労されている方が前日飲み過ぎて二日

酔いになり、仕事をお休みしようとした時に、

私たちであれば「体調が悪い」というように

濁して伝えることが多いと思うが、聴覚障が

いの方は全部正直に話してしまい、会社の中

での人間関係がうまくいかなくなるというこ

ともある。その他、旅行会社から万が一の時

に対応できないため、健常者と一緒に来てく

ださいと言われてしまうことや、インターネ

ットで申し込んでも電話での個人確認が必要

であり仕方なく店舗に手続きにいったという

お話があり、障害者差別解消法の施行により

合理的配慮が少しずつ進んではいるが、まだ

たくさん課題があるという点について共有し

た。 

 ２点目の住まいの確保については、精神医

療部会と合同で開催し、区の住宅課の職員に



区の住宅確保等に関する施策の説明をしてい

ただき、各委員から好事例や苦慮した点につ

いて意見をいただき共有した。不動産業者等

の仲介業者は障がい者に対して比較的理解と

協力を得られていることがわかったが、大家

等の物件所有者からの理解が不十分で断られ

る場合や家賃保証会社の審査が厳しくなって

おり、保証を受けられず賃貸契約に至らない

ことが増えているといった点が課題となって

いる。人間同士なので、事実を隠さずに全て

を話して理解してもらうことが大切であると

いう意見が挙がった。 

 ３点目の成年後見制度の利用促進と区の取

り組みについては、成年後見制度の概要と成

年後見制度の推進機関となっている権利擁護

センターあだちの事業内容を私から説明した

上で、現在の利用状況と課題について共有し

た。知的障がい者の成年後見制度の利用促進

にあたっては家族の理解が不可欠である。家

族が制度を理解し、活用してもらうためには

毎日連絡帳のやり取りを行っている施設の支

援員からの説明が一番良いと考え、必要な方

に適切に案内してもらえるよう、まずは施設

の支援員に制度を理解してもらう支援者向け

の研修を実施しているという報告があった。

精神障がい者については病状によって状態が

変化しやすいため、制度利用の判断や申立て

のタイミングが難しいという課題がある。た

だ精神障がい者についても本人への周知では

なく、まずは保健師や施設の支援員に対して

制度の理解に関する研修を実施し、支援者か

らの本人への働きかけが必要であるという報

告があった。 

 来年度以降の取り組みについては引き続き

障害者差別の解消や権利擁護について課題の

共有等行っていく。 

 

●精神医療部会 

〇森澤部会長 精神医療部会の報告書につい

て説明する。精神医療部会の目的は精神障が

い者の支援に関する連携及び調整となってお

り、今年度の重点課題は精神障がいにも対応

した地域包括ケアシステムの構築に向けた情

報共有である。 

 重点課題に対する取り組み報告としては、

平成３０年度にあげられた住まいの確保に関

する課題について、権利擁護部会と合同で協

議を行った。足立区の住宅課の職員から、区

が実施している住居支援施策について説明し

てもらい、各委員が今まで体験した住宅確保

についての成功事例等の情報交換を行った。

情報交換によって事業所によっては不動産会

社等と連携ができているという情報の共有を

行うことができた。また、精神障がいにも対

応した地域包括ケアシステムの構築に向けた

取り組みとしては、区内の精神障がいに関す

る数値や作業所等の社会資源マップを活用し、

現状把握と課題の抽出を行った。 

 検討の中から挙げられた課題として、まず

住まいの確保に関しては、不動産業者等の仲

介業者からは障がいに対してある程度の理解

と協力を得られていることがわかったが、大

家等の物件所有者からの理解が不十分で断ら

れる場合や、家賃保証会社の審査が厳しくな

っており、保証を受けられず賃貸契約に至ら

ないことが増えているといった点が課題とな

っている。また、精神障がいにも対応した地

域包括ケアシステムの構築に向けた協議の中

では、障害福祉サービスから介護保険サービ

スへの移行がスムーズにできない等、高齢化

に関する各施設や病院等での課題が挙げられ

た。その他事業所の所在地や支援内容等、必

要な詳細情報を得ることが難しいといった点

が課題となっているという意見があり、以前

あった冊子の再活用やどのような数値を共有

していくべきか等についても検討すべき課題

として挙げられた。 

来年度も引き続き地域包括ケアシステムの

構築に向けた課題の抽出を図り、課題解決に

向けた検討、協議を進めていく。既存のサー

ビスや資源を点から面にしてつなげていきた

いと思う。 

 

〇小澤会長 

専門部会の報告後に意見交換の時間を設け

る予定だったが、その後に予定している事務

局からの報告についても各専門部会からの報

告内容と重複しているため、事務局からの報

告後に意見交換としても良いか。（委員了承） 

では事務局からその他の報告事項について

順番に報告をお願いしたい。 

 

（４）その他の報告事項 

●医療的ケア児ネットワーク協議会の実施報

告について 

〇二見事務局員 今年度２回開催した医療的

ケア児ネットワーク協議会の報告を行う。医

療的ケア児ネットワーク協議会の目的は人工

呼吸器など医療的ケアを要する障害児が地域

で安心して生活をできるよう、医療的ケア児

の支援に関する保健、医療、障がい福祉、保

育、教育等の関係者の連絡調整、情報交換を



図ることとしている。委員は資料の委員名簿

のとおりとなっており、外部委員と庁内委員

で構成されている。第１回目については協議

会の設置目的と役割について共有を図り、昨

年度庁内で把握した医療的ケア児の実態につ

いて共有し、それぞれの委員から課題を挙げ

ていただき共有した。 

資料の「足立区医療的ケア児ネットワーク

協議会の今後の進め方」に記載したとおり、

今年度は協議会の立ち上げ期として、協議会

の立ち上げ、連携のプラットフォームづくり、

課題の抽出と整理を行い、来年度は連携強化

期として、課題解決に向けた連携の強化、障

がい福祉関連計画への反映、実態把握方法の

検討と実施、令和３年度は発展・継続期とし

て実施状況のモニタリング、庁内推進体制の

検討、新たな課題の抽出を行っていく予定と

している。今後の検討内容としては、「医療的

ケア児の地域での支援に関し、地域の課題や

対応策について、継続的に意見交換や情報共

有を図る場とする」、「医療的ケア児等コーデ

ィネーターが有効に機能するため、区内にお

ける配置先や育成方法などのしくみについて

検討する」、「保育園・幼稚園や学校における

医療的ケア児の受け入れについて協議する」

という３点をポイントとして協議会の運営を

行っていくことを共有した。 

第２回目については来年度以降の教育、保

育現場における医療的ケア児の受け入れや医

療的ケア児コーディネーターの配置と役割に

ついて検討した。東京都で医療的ケア児コー

ディネーター養成研修を実施しており、区の

職員が５名修了し、民間の相談支援事業所の

相談支援専門員についても受講していただい

ている。区としては令和３年度の医療的ケア

児の受け入れについて保育の所管課で審査基

準等の検討を行っており、あわせて医療的ケ

ア児のワンストップの相談窓口についてどの

ように設置していくのかについても令和３年

度を目途に協議会の中で検討を進めていき、

相談支援体制を構築していきたいと考えてい

る。 

来年度以降も年２回程度の協議会の開催と

合わせて災害対策に関する医療的ケア児の課

題についても協議会の別の組織で各委員にご

協力いただき、課題等を把握し検討する機会

を設けていきたいと考えている。 

 

●地域生活支援拠点等の検討状況について 

〇岡田事務局員 地域生活支援拠点等整備に

ついて、各部会からご報告いただいた内容を

まとめて、中間報告として報告する。 

 地域生活支援拠点等は令和２年度末までに

各自治体での整備が求められており、整備に

あたっては自立支援協議会を中心に協議する

こととされている。これを受け、足立区の地

域生活支援拠点等の整備について３点の方針

に基づき検討した。まず国から示されている

地域生活支援拠点等に必要な５つの機能のう

ち、「相談」と「緊急時の受け入れ・対応」の

機能について重点的かつ早急に検討を行う必

要があると考え、今年度各部会で協議してい

くこととし、令和２年度末までに整備する地

域生活支援拠点等についてもこの２つの機能

を軸として整備する方針を掲げた。この２つ

の機能の協議の場としては、「相談」について

は相談支援部会、「緊急時の受け入れ・対応」

についてはくらし部会に協議を依頼し、あわ

せて区が設置する事業所ネットワークにおい

ても関連する機能について協議を依頼した。

また、各部会からの報告にもあった通り、足

立区の地域生活支援拠点等の整備にあたり、

くらし部会と施設ネットワークに対して、国

から示されている機能のうち、具体的にどの

ような資源が必要かというニーズ調査を行う

とともに、好事例を含めた緊急事例５２例の

収集とどのような機能があれば良い支援がで

きたかの評価を行った。ニーズ調査の結果は

別紙２、緊急事例の検討・評価の結果は別紙

３のとおりである。 

 今後の方針について各部会の協議・検討、

調査結果の分析を基に中間報告４ページのと

おりまとめた。 

 まず「相談」機能については、相談支援部

会からの報告でもあったように相談支援事業

所が不足していることが課題であり、計画策

定率もセルフプランを希望する方もいるが依

然として計画相談支援の利用に至っていない

方がいるという実態が確認できた。また、緊

急対応についても相談機能の充足度が低い結

果となり、コーディネート力や調整、連携力

が必要という評価が多く、相談支援部会の中

でも相談支援事業所間の連携が不足している

実態を確認し、各事業所の規模や得意とする

こと等を共有し、互いに顔が見える関係づく

りが必要性について共有した。これらの検討

結果を基に、「相談」機能に関する今後の方針

については相談支援事業所のさらなる拡充の

方策について引き続き協議を行い、既存の事

業所間の法人を超えた連携体制を構築し、基

幹相談支援センターの果たすべき役割につい

て整理し、相談支援事業全体の対応力、コー



ディネート力の強化を図ることとした。 

次に休日夜間対応・ワンストップ窓口の設

置については、他自治体の好事例ではよく挙

げられる部分であり、足立区の中でも必要で

あるという意見がある一方で、区内で様々な

資源がある中で既に相談できている状況もあ

るという実態もわかった。実際に緊急事例の

検討の中でも夜間土日の対応を必要とした事

例は５２件のうち５件であった。また、くら

し部会の協議の中では、相談窓口の一本化よ

り、相談を受けた後や緊急時の対応手順の平

準化が重要であるという意見があり、平準化

のための緊急対応手順マニュアルの整備や足

立区共通のアセスメントシートの作成が必要

であるという提案があった。休日夜間対応・

ワンストップ窓口に関する今後の対応方針に

ついてはワンストップ窓口の必要性について

は引き続き検討し、日中の通所先につながっ

ていない方や子育て世代の方等のニーズを把

握し検討していく。また、相談支援事業所の

拡充と合わせて、緊急時の対応の平準化のた

めのマニュアルの作成やアセスメントシート

の作成を令和２年度に取り組んでいく。 

続いて「緊急時の受け入れ・対応」機能に

ついては、ニーズ調査の結果ではやはり緊急

時の受け入れと資源の必要性が圧倒的に高い

結果となった。しかし既存の短期入所事業所

は事前予約の時点でほぼ満床であり、緊急時

に対応できていない現状があることがわかっ

た。ただ、短期入所事業所の数を増やしても

緊急対応の資源にはなかなかなり得ない状況

であることが改めてわかり、実際には区外遠

方の短期入所事業所に行かざるを得ないケー

スがほとんどであるという実態もわかった。

そのため、「緊急時の受け入れ・対応」機能に

関する今後の方針としては、短期入所事業と

は別に緊急保護に特化した仕組みを令和２年

度以降整備し、これを拠点の目玉とする方向

としていきたいと考えている。また、短期入

所事業も資源としては不足している状況にあ

るため、あわせて拡充に向けて取り組んでい

く。運用としては既存の事業所の空き情報を

共有していくとともに、資源マップ等を作成

して、情報を共有しやくするような取り組み

についても検討していく。 

これまで報告してきた２つの機能の他にも、

令和２年度に向けて重要な機能はいくつかあ

るが、今回は３点を紹介する。まず重度者向

けのグループホームがある。区内には既に８

０ユニットを超えるグループホームがあり、

定員数も４００名以上となっているが、重度

者向けのグループホームは不足している状況

であることが改めて明らかとなったため、引

き続き協議していく。また専門的な人材育成

については医療的ケア対応のできる専門的な

人材の確保の他、地域生活支援拠点コーディ

ネーターとしての役割を担える人材の確保が

必要であり、人材確保と育成は他の機能の充

実にも直結するため、引き続き人材確保と育

成については方策を検討していく。最後に体

験の場の確保については、例としては一人暮

らしの体験やグループホーム利用の体験が挙

げられているが、緊急事例の中では、親元を

離れる体験がなく、サービスを利用すること

の体験機会が不足していたために対応に苦慮

したケースが多く見られたため、短期入所や

サービスを体験する仕組みの構築について検

討していく。 

地域生活支援拠点等の整備に関する中間報

告は以上とする。 

 

（３）報告内容及び次年度に向けての意見等 

〇小澤会長 

６部会の報告、医療的ケア児ネットワーク

協議会の報告、地域生活支援拠点等の整備に

関する報告についての意見をいただきたい。

複数の報告を通しての意見でも良い。部会長

も一委員としてご発言いただきたい。 

〇加藤部会長 

各部会に共通した課題がいくつかあると思

う。１つは専門部会の開催頻度についてで、

協議をするには年２～３回では少なくないか。

２つ目は委員が安定して参加し、議論の積み

上げができているか。３つ目は機関連携や相

談窓口の設置などライフステージを通した検

討が必要であると思うが、部会間の連携が活

発的に行えると少ない開催回数の中でも効率

的に検討できると思うがいかがか。 

〇小澤会長 

１点目と２点目は部会運営についての質問

であると思うが、少ない開催回数の中での検

討について工夫した点や委員の参加状況につ

いて工夫したことなどがあれば部会長から工

夫したことなどあればご報告いただきたい。 

また、３点目として、部会を超えた多岐に

渡る課題があるかと思うが、これについて運

営方法等アイデアがあればご意見いただきた

い。 

〇橋本部会長 

はたらく部会でも毎回委員全員が出席でき

るわけではないので、配布している統括資料

等を活用しながらに、事前に検討する事項に



ついてアンケート等を実施し、各委員から意

見がもらえるように運営していた。 

〇小澤会長 

 はたらく部会は本日の配付資料の統括資料

を活用しながら、継続的に議論するために欠

席した委員にも議論の報告をし、欠席予定の

委員から事前に議題に対する意見を収集する

など、工夫していたということである。 

〇酒井部会長 

くらし部会は委員の所属として通所施設の

職員が多く、開催回数を増やしても参加が難

しい方が多いため、開催回数は３回とした。

事前にアンケートを実施し、アンケート結果

もフィードバックして次回の議論につなげら

れるように運営した。欠席の方にもアンケー

トや資料を配布し、議論に参加していただく

ように運営をした。 

〇小澤会長 

開催頻度については各委員の所属の状況に

よって回数を増やすことが難しい場合もある

かと思う。部会のほかにワーキンググループ

を作るとしても同様の問題が生じるかと思う。 

では３点目の部会間の連携についてはとて

も重要な意見かと思う。今年度権利擁護部会

と精神医療部会の共同開催が参考になるかと

思うので、各部会長から部会運営に支障があ

ったかなど伺いたい。 

〇中村部会長 

住まいのことに関する課題について精神医

療部会と合同で行った。主に精神の方に関す

る事例の共有が多かったが、身体障がいの方

の意見もあり、意見の内容も障がい種別に限

らず挙がっていたことが良かったと思う。運

営上は特に支障はなかったと思う。 

〇森澤部会長 

いつもは精神障害の事例等に限った検討と

なってしまうが、合同で開催することで違っ

た視点の意見を聞くことができ、参考になる

意見もあったので良かったと思う。 

〇小澤会長 

検討事項の中には部会をまたぐ課題が多い

と思う。部会間の連携が必要で合同での開催

が効果的である場合は、事務局を通して検討

するということでいかがか。手探りで実施し

てきた２年だったと思うので、次期について

は、この２年間の検討方法、運用を踏まえて

事務局を中心に検討していただけると良いと

思う。 

〇新垣委員 

足立区の地域生活支援拠点の検討について、

有効的な進め方をしていると思った。特に緊

急時の受け入れについて、特化したサービス

が必要であるということはとても同感である。

精神科病院でも知的障害者の緊急入院が増え

ているが、問題そのものは精神科の薬で治療

できる問題だけでなく、精神科の入院は一時

的な措置であることが多い。一度精神科に入

院すると期間が長くなってしまうことが多く、

その理由として地域で生活するための準備が

できていないこともあると思うので、精神科

病院入院後の二次緊急として障害者施設で対

応して、地域での生活する方向性が決まって

いくという一次的、二次的な対応ができるよ

うな仕組みがあると良いと思う。 

相談については、事業所やサービスがたく

さんあるため、顔が見える関係や連携が難し

くなっている。最新のサービスの情報、特性、

地域ごとの資源マップなどのを支援者やサー

ビスを受ける側がキャッチできる仕組みが必

要だと思う。基幹相談支援センターについて

は３障がいに対応できる専門職の配置や、困

難事例のコーディネート機能やコーディネー

トのアドバイスができると良いと思う。 

この二つの機能を重点的に検討していくこ

とについてはとても良いと思うが、できれば

３障がいに対応したものとしてほしい。 

〇小澤会長 

大変重要な意見かと思う。地域生活支援拠

点は区が進めていくものかと思うが、これら

の意見についてもこの中間報告に反映してい

けると良いと思う。これは事務局がまとめて

いくということで良いか。今後のタイムスケ

ジュールを教えていただきたい。 

〇岡田事務局員 

 この中間報告については案の段階である。

ロードマップとしては別紙１を参照していた

だきたい。国の資料でも地域分析（アセスメ

ント）から始めるように指示されており、ど

のような資源がそろっているかという分析を

くらし部会を中心に行っていただいた。その

他、個別事例の蓄積・集約・検討、ニーズ調

査についても実施し、足立区の傾向がある程

度見えてきたところである。今回示したもの

は現時点での足立区モデルの中間報告であり、

本日いただいたご意見等の参考にしながら、

来年度の全体会前までには確定した中間報告

をお示ししたいと考えている。 

〇小澤会長 

では今後も意見があれば事務局に伝えてい

くことである程度中間報告に反映していただ

けるということで良いか。 

〇岡田事務局員 



 全体会、専門部会の委員からいただいた意

見や各障がい者団体からいただいた意見を反

映させながら、中間報告を確定していきたい

と考えているため、意見がありましたら事務

局に伝えていただきたい。 

〇鈴木委員 

医療的ケア児ネットワーク協議会を開催し

ていただきありがたい。ただ、時間的に午後

６時から８時の開催というのは保護者として

は参加が難しい。１～２か月前に通知してい

ただいても調整等が難しいので、時間の設定

について検討していただきたい。 

〇小澤会長 

加藤部会長からの意見とも重複する部分か

と思う。事前に議題を伝えて意見を伺うよう

な機会を設けて当日事務局から報告するとい

う運営方法も検討できると思う。開催時間に

ついては各委員からの意見も含めて検討して

いると思うが、事務局としてはいかがか。 

〇二見事務局 

各委員の出席状況を勘案した上での設定と

なっていたが、事前に資料を配布するなど工

夫していきたいと思う。 

〇小澤会長 

参考に、厚生労働省が実施する社会保障審

議会では資料送付の他、事前説明も実施して

いる。資料配布だけでは不足する情報もある

と思うので、これについても検討していただ

きたい。 

本日の議事についての意見はいつまで受け付

け可能か。 

〇江連委員 

今月末までにご意見いただければ反映等が

可能。 

〇小澤会長 

では意見がある場合は２月末までに事務局

へ連絡していただきたい。 

本日の議事はこれで終了する。 

 

３ 事務連絡 

〇山崎事務局員 

 ・本日の議事の内容に対する意見は２月末

までに事務局へ連絡。 

・次第の脱字についてお詫び 

 次第の「（４）その他」の医療的ケア児の

「的」が抜けていた。 

・令和２年度第１回本会議は令和２年５月

下旬頃実施予定。 

・委員の任期は２年のため、来年度の委員

については今後依頼していくこととなる。 

 

〇江連所長 

平成３０年度から運営方法を見直し、２年

間の任期の中でいただいた意見等を踏まえて

今後も引き続きご意見をいただきたい。委員

の選定についても事務局で検討していく。今

後の足立区の障がい福祉行政推進のため、引

き続きご意見をいただきたい。 

 


